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当
初
予
算
編
成
の
基
本
方
針 

影
山
　
住
田
町
政
に
な
っ
て

二
年
目
の
予
算
編
成
で
、
公

債
費
の
償
還
が
平
成
十
八

年
・
十
九
年
と
最
高
に
達
す

る
な
か
で
、
住
民
の
ニ
ー
ズ

は
高
く
、
大
変
な
予
算
編
成

作
業
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

　
そ
こ
で
平
成
十
八
年
度
予

算
は
、
あ
れ
も
こ
れ
も
で
な

く
、
こ
れ
と
こ
れ
だ
け
は
と

の
最
重
要
課
題
を
取
捨
選
択

の
上
で
編
成
し
、
不
要
な
事

業
、
目
的
を
終
了
し
た
補
助

金
は
期
限
を
定
め
て
廃
止
す

る
な
ど
、
簡
素
で
効
率
的
な

行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を

目
指
し
て
臨
む
べ
き
だ
と
思

う
が
ど
う
か
。 

町
長
　
当
初
予
算
は
合
併
二

年
目
の
予
算
と
な
り
、
合
併

協
議
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た

新
町
ま
ち
づ
く
り
の
理
念
に

も
と
づ
き
、
住
民
の
方
々
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
た
め
の
、

更
な
る
町
政
の
進
展
に
資
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
考
え
る
。
具
体
的

に
は
、
各
課
の
創
意
工
夫
に

よ
り
、
経
常
経
費
の
五
％
を

削
減
目
標
と
し
、
今
ま
で
以

上
の
財
政
の
健
全
化
を
図
る

た
め
、
県
平
均
を
上
ま
わ
っ

て
い
る
経
常
収
支
比
率
を
、

県
平
均
な
み
の
九
〇
・
〇
％

ま
で
引
下
げ
る
こ
と
を
目
標

と
し
、
経
常
経
費
の
総
額
で

約
二
億
円
の
歳
出
削
減
を
目

指
し
て
編
成
す
る
。 

野坂　明典 

野
坂
　
救
急
現
場
に
お
い
て

普
及
が
進
ん
で
い
る
、「
自

動
体
外
式
除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ

Ｄ
）」
を
伯
耆
町
に
も
設
置

す
る
必
要
が
あ
る
。 

　
突
然
の
心
肺
停
止
に
対
し

て
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
す
る

こ
と
が
人
命
救
助
に
極
め
て

効
果
的
と
さ
れ
て
い
る
。 

　
小
中
学
校
、
役
場
、
福
祉

セ
ン
タ
ー
、
体
育
館
と
か
人

の
集
ま
る
と
こ
ろ
に
設
置
す

べ
き
と
考
え
る
が
。 

町
長
　
本
町
に
お

い
て
は
、
関
係
施

設
に
お
い
て
必
要

に
応
じ
て
導
入
を

検
討
し
た
い
。 

　
よ
り
効
果
的
迅

速
な
対
応
を
す
る

た
め
に
、
町
民
や

公
共
施
設
の
職
員

を
対
象
と
し
た
講

習
会
を
進
め
て
い

く
。 Ａ

Ｅ
Ｄ
の
設
置 

　
必
要
に
応
じ
て
導
入
を 

指
定
管
理
制
度
の
導
入 

野
坂
　
第
三
セ
ク
タ
ー
や
委

託
事
業
を
民
間
事
業
者
に
管

理
委
託
し
、
事
業
の
効
率
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

こ
の
制
度
が
出
来
た
が
、
県

や
近
隣
自
治
体
で
も
着
々
準

備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

　
伯
耆
町
に
も
、
第
三
セ
ク

タ
ー
・
財
団
・
事
業
団
が
数

多
く
あ
る
。
こ
の
制
度
を
導

入
し
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
て
効
率
よ
く
住
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
必
要

が
あ
る
と
思
う
。 

　
町
の
取
り
組
み
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
お
尋
ね
す
る
。 

町
長
　
公
の
施
設
の
管
理
運

営
は
十
八
年
九
月
ま
で
に
指

定
管
理
者
制
度
に
よ
る
管
理

か
、
直
営
の
い
ず
れ
か
で
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
町
内
八
十
の
施
設
に
つ

い
て
行
政
改
革
検
討
委
員
会

で
指
定
管
理
者
制
度
導
入
、

直
営
管
理
、
施
設
の
譲
渡
又

は
廃
止
な
ど
今
後
の
方
向
性

を
検
討
し
て
い
る
。 

　
三
月
ま
で
に
指
定
管
理
者

の
選
定
を
行
い
、
十
八
年
度

当
初
よ
り
実
施
し
た
い
。 

新
介
護
保
険
の
対
応 

野
坂
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
設
置
場
所
、
支
部
の

場
所
、
本
部
、
支
部
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
と
人
的
配
置
は
ど

う
な
っ
た
か
。 

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
運
営
協
議
会
の
役
割
、
委

員
の
人
数
、
選
定
方
法
は
ど

う
な
っ
た
か
。 

　
介
護
予
防
事
業
は
ど
の
よ

う
に
事
業
実
施
す
る
の
か
。 

　
保
険
料
の
見
通
し
は
ど
う

な
る
か
。
ま
た
、
伯
耆
町
の

独
自
性
は
出
来
る
の
か
尋
ね

る
。 

町
長
　
広
域
連
合
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
本
部
を

南
部
町
に
置
き
、
構
成
町
村

か
ら
職
員
を
派
遣
す
る
。
伯

耆
町
支
部
は
保
険
福
祉
担
当

の
職
員
で
地
域
の
窓
口
機
関

と
し
て
総
合
相
談
や
実
態
把

握
な
ど
を
行
う
こ
と
に
な
る
。 

　
運
営
協
議
会
は
、
支
援
セ

ン
タ
ー
の
運
営
評
価
、
多
機

関
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
、

人
材
確
保
な
ど
円
滑
か
つ
適

正
な
運
営
を
図
る
が
、
委
員

の
選
定
、
選
定
方
法
は
ま
だ

協
議
し
て
い
な
い
。 

　
介
護
予
防
事
業
は
連
合
が

主
体
と
な
っ
て
保
険
の
費
用

で
実
施
す
る
が
、
町
が
行
っ

て
い
る
事
業
は
保
険
に
合
致

す
る
よ
う
に
見
直
し
を
し
て

い
る
。 

　
保
険
料
は
、
あ
る
程
度
上

昇
が
見
込
ま
れ
て
い
る
が
、

極
力
現
状
を
維
持
す
る
。 

　
伯
耆
町
の
独
自
性
は
、
介

護
予
防
事
業
の
中
に
こ
れ
ま

で
実
施
し
て
き
た
介
護
予
防

施
策
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で

発
揮
で
き
る
と
考
え
る
。 

大山アークカントリークラブ　クラブハウス 

影
山
　
大
山
ア
ー
ク
カ
ン
ト

リ
ー
ク
ラ
ブ
の
営
業
権
が
外

資
系
の
投
資
会
社
ス
タ
ー
グ

ル
ー
プ
に
譲
渡
さ
れ
た
こ
と

が
十
月
八
日
の
新
聞
で
突
然

報
道
さ
れ
、
又
十
二
月
五
日

の
町
議
会
全
員
協
議
会
で
経

過
報
告
さ
れ
た
。 

　
そ
の
内
容
は
、
民
事
再
生

手
続
き
に
基
づ
く
再
生
計
画

が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

　
地
権
者
と
町
と
の
土
地
賃

貸
借
契
約
書
に
基
づ
く
期
間

二
十
年
間
の
賃
料
は
ゴ
ル
フ

場
の
経
営
状
況
に
か
か
わ
ら

ず
、
伯
耆
町
が
地
主
に
支
払

わ
れ
る
と
理
解
す
る
が
ど
う

か
。 

町
長
　
当
ゴ
ル
フ
場
は
、
旧

溝
口
町
が
誘
致
し
て
、
平
成

三
年
に
オ
ー
プ
ン
し
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
状

況
は
経
過
報
告
の
と
お
り
で

す
。
ゴ
ル
フ
場
用
地
に
つ
い

て
は
、
伯
耆
町
が
賃
貸
借
し

て
、
同
社
に
転
貸
し
て
い
る

も
の
で
当
事
者
と
し
て
の
責

務
が
あ
り
、
再
生
計
画
が
承

認
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
と
こ

ろ
だ
が
、
承
認
を
得
ら
れ
な

い
場
合
で
も
契
約
書
に
基
づ

き
残
期
間
は
伯
耆
町
が
責
任

を
持
っ
て
地
主
に
賃
料
を
支

払
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

AED（心臓への電気ショックの一種）の講習会（岸本福祉センター） 




